
行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 （人） （％） 段階

主事 1,417

技師 345

学校司書 21

1,783

主任主事 1,414

(118)

主任技師 591

(22)

主任学校司書 22

(6)

2,027

(146) (146) (146)

事務主査 1,580

(337)

技術主査 838

(70)

調査員 8

2,426

(407) (407)

係長 847

(9)

企画主査 346

(1)

専門技術指導員 10

船長 9

(2)

検査員 4

副長 106

(1)

東京事務所の課長 7

保護指導員 1

寮長 5

監査主査 7

課長心得 1

事務次長 46

(414) (6)

1,389

(13) (13)

265 2.8%

警
部
補
相
当
職

巡
査
相
当
職

279 2.9%

241 2.5%

巡
査
部
長
相
当
職

１級

［知事部局等職員・警察職員］
主事又は技師の職務

［公立学校職員］
主事、技師又は学校司書の職務

計

主
事
・
技
師

1,783 1,645 17.2%18.7%

主
任
主
事
・
主
任
技
師

計

3,309 34.5%
係
長
級

計

計

25.3%

14.5%

2,027 1,886 19.7%
２級

［知事部局等職員・警察職員］
主任主事又は主任技師の職務

［公立学校職員］
主任主事、主任技師又は主任学校司書の
職務

21.1%

2,426
３級

［知事部局等職員・公立学校職員･警察職
員］
事務主査又は技術主査の職務

４級

[知事部局等職員]
本庁の係長の職務

[公立学校職員]
事務次長の職務

[警察職員]
本部の係長の職務

1,389

等級及び職制上の段階ごとの職員の数（令和３年４月１日現在）

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳
警察本部

職制上の段階

知事部局・教育委員会



（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 （人） （％） 段階

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳
警察本部

職制上の段階

知事部局・教育委員会

課（室）長補佐 214

(1)

課長技術補佐 39

参事補佐 308

(1)

主幹 263

専門技術指導員 9

船長 1

検査員 10

専門調査員 3

出先機関の課(室）長 336

出張所長 14

副校長 7

出先機関の次長 12

支所長 3

助教授 7

事務長 89

人事管理主事 3

警察署の課長 33

専門技術員 2

工場長 1

科長 1

班長 1

1,356

(2) (2) (1) (1)

70 0.7%

警
部
相
当

13.4%

課
長
補
佐
級

計

1,286

５級

[知事部局等職員]
１　本庁の課長補佐の職務
２　出先機関の課長の職務

[公立学校職員]
事務長の職務

[警察職員]
１　本部の課長補佐の職務
２　警察署の課長の職務

1,356 14.1%



（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 （人） （％） 段階

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳
警察本部

職制上の段階

知事部局・教育委員会

本庁の課（室）長 111

副課（室）長 30

参事 95

企画広報監 11

企画監 39

県政情報監 1

防災危機管理専門監 1

監査指導監 2

検査監 5

建設監理監 1

県税事務所長 10

保健福祉（環境）事務所長 7

児童相談所長 6

高等技術専門校長 7

県土整備事務所長 6

その他出先機関の長 23

出先機関の部長 9

出先機関の次長 1

副所長 68

環境長 6

児童自立支援監 1

副園長 1

センター長 11

副校長 1

教授 3

支所長 4

副センター長 2

漁業調整委員会事務局長 1

人事管理主事 10

副館長 3

教育事務所長 6

管理官 23

次席 3

508

警
視
相
当
職

29 0.3%

計

508 4815.3%
６級

[知事部局等職員]
１　本庁の課長の職務
２　出先機関の長の職務

[公立学校職員]
参事の職務

[警察職員]
１　本部の課長の職務
２　管理官の職務

課
長
級

5.0%



（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 （人） （％） 段階

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳
警察本部

職制上の段階

知事部局・教育委員会

次長 13

副理事 33

局長 7

秘書室長 1

食の安全総合調整監 1

事務局次長 4

水資源対策長 1

大阪事務所長 1

農林事務所長 6

農業大学校長 1

工業技術センター副所長 1

教育庁の部長 2

美術館長 1
(1)

図書館長 1

九州歴史資料館長 1

(1)

教育センター副所長 1

社会教育総合センター所長 1

参事官 2

78

(2) (2) (2)

事務局長 4

理事 3

技監 2

職員研修所長 1

東京事務所長 1

教育監 1

教育センター所長 1

13

部長 9

会計管理者 1

副教育長 1

11

9,591

(570)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

警
視
相
当
職

29 0.3%

合計 100.0%

７級
0.8%

0.1%

９級
[知事部局等職員]
１　本庁（教育庁を除く。）の部長の職務
２　会計管理者の職務

11 0.1%

[知事部局等職員]
１　本庁の次長の職務
２　困難な業務を行う出先機関の長の職務

[警察職員]
参事官の職務

13

78

８級

[知事部局等職員]
１　本庁の事務局長の職務
２　特に困難な業務を行う出先機関の長の
　職務

※「知事部局等職員」とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会（学校以外の教育機関を含む。）、海区漁業調整委員会及び人
事委員会の事務部局に勤務する一般職に属する者をいう。

計

計

計

部
長
級

次
長
級

24

76 0.8%

0.2%



医師職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 （人） （％） 段階

技師 11

11

技術主査 15

15

副保健監 2

参事補佐 1

3

健康管理監 1

参事 1

副園長 1

保健監 7

医監 1

副理事 2

精神保健福祉センター所長 1

こども療育センター新光園長 1

参事官 1

部長 1

理事 1

18

47

警
部
相
当
職

課
長
補
佐
級

3

15

技
師

11

職制上の段階

知事部局・教育委員会 警察本部

警
部
補
相
当
職
以
下

４級
１　本庁の部長の職務
２　医監の職務
３　保健福祉環境事務所の保健監の職務

合計 100.0%

2 部
長
級

18
5 次

長
級

警
視
相
当
職

10

1
10.6%

4.3%

38.3%

３級 保健福祉環境事務所の副保健監の職務
3

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

２級 技術主査の職務
15

１級 技師の職務
11

合計

23.4%

31.9%

6.4%

内訳

計

課
長
級

係
長
級

23.4%

31.9%

6.4%

21.3%

2.1%

計

計

計



看護師職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 14

14

主任技師 11

(3)

11

(3) (3) (3)

技術主査 16

(1)

16

(1) (1)

看護長 2

副看護長 2

企画主査 1

5

(1)
総看護長 1

1

47

(4)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

計

11
主
任
技
師

職制上の段階内訳

計

係
長
級

技
師

14 29.8%

23.4%

44.7%

２級
1　看護師である技師の職務
2　経験を必要とする業務を行う准看護師
　である技師の職務

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

合計

１級 准看護師である技師の職務

29.8%14

３級 主任技師の職務
11

技術主査の職務４級
16

2.1%

５級

課
長
級

1

課
長
補
佐
級

合計 100.0%

６級
1　参事の職務
2　総看護長の職務

1

看護長の職務
5

21

2.1%

計

計

計

計

23.4%

34.1%

10.6%



研究職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 （人） （％） 段階

技師 34

34

主任技師 77

77

技術主査 5

研究員 78

(20)

83

(20) (20)

研究員 20

(20)

試験研究機関の課長 30

専門研究員 84

試験研究機関の次長 1

科長 3

138

参事 3

副センター長 1

試験研究機関の部長 13

研究所長 7

分場長 3

副所長 2

副所長心得 1

所長 1

管理官 2

副理事 1

工業技術センター所長 1

農林総合試験場長 1

水産海洋技術センター所長 1

センター長 1

副場長 2

40

372

(20)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

24

職制上の段階

知事部局・教育委員会 警察本部

18

巡
査
相
当
職主

任
技
師

4.8%

69

6.5%

内訳

技
師

18.5%

138

34

87 23.4%

計

係
長
級

77

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

合計

４級

３級
［知事部局等職員・警察職員］
研究員の職務

83

9.1%

20.7%

22.3%

１級
［知事部局等職員・警察職員］
技師の職務

２級
［知事部局等職員・警察職員］
主任技師の職務

1.1%

2.4%

11

5 巡
査

部
長

相
当
職

警
部
補

相
当
職

3.0%

1.3%

29
課
長
級

7

29.3%

7.8%

1.9%

※「知事部局等職員」とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会（学校以外の教育機関を含む。）、海区漁業調整委員会及び人事
委員会の事務部局に勤務する一般職に属する者をいう。

次
長
級

109

課
長
補
佐
級

9

５級

［知事部局等職員］
1　規模の大きい試験研究機関の長の職務
2　試験研究機関の長の職務

［警察職員］
試験研究機関の長の職務

40

合計 100.0%

［知事部局等職員］
1　試験研究機関の課長の職務
2　専門研究員の職務
3　高度の知識経験に基づき困難な業務を
　行う研究員の職務

［警察職員］
1　試験研究機関の科長の職務
2　専門研究員の職務
3　高度の知識経験に基づき困難な業務を
　行う研究員の職務

警
視
相
当
職

4

37.1%
警
部
相
当
職

10.8%

計

計

計

計



特定獣医師職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 4

4

主任技師 24

(2)

24

(2) (2) (2)

技術主査 26

(9)

26

(9) (9)

副長 2

課長心得 3

5

(9)

課長 11

参事補佐 2

13

家畜保健衛生所長 3

食肉衛生検査所長 1

副所長 1

参事 1

6

副理事 1

1

79

(11)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

技
師

内訳

5.1%

職制上の段階
級

級別標準職務表に規定する
基準となる職務

合計

５級 家畜保健衛生所の課長の職務
13

３級

２級 主任技師の職務
24

１級

技術主査の職務
26

技師の職務
4

４級
5

６級 家畜保健衛生所の長の職務
6

７級
困難な業務を行う家畜保健衛生所の長の
職務

1

6

課
長
補
佐
級

合計 100.0%

13

1.3%
次
長
級

課
長
級

主
任
技
師

係
長
級

30.4%

39.2%

16.4%

5.1%

30.4%

32.9%

計

4

24

31

6.3%

計

計

計

係長の職務

16.4%

7.6%

1.3%

7.6%

1

計

計

計



公安職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

係員 1,208

1,208

係員 1,889

1,889

係員 873

主任 1,384

助教 12

2,269

主任 1,896

助教 4

係長 1,252

(28)

専門官 63

(5)

教官 21

3,236

(33) (33)

指導官 1,721

(33)

課（室）長補佐 65

(3)

警察署の課長 193

主幹 6

(1)

試験場長 1

分駐隊長 2

中隊長 4

班長 36

(1)

地区隊長 3

師範 4

科長 1

隊長 3

警部交番所長 11

署付 9

2,059

(5) (5)

調査官 311

311

(5)

計

２級
1　巡査長の行う職務
2　高度の知識又は経験を必要とする業務
　を行う巡査の職務

1,889

１級 巡査の行う職務
1,208

計

３級
1　主任の職務
2　困難な業務を行う巡査長の職務

2,269

649 5.8%

20.2%

計

警
部

職制上の段階
級

級別標準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

3,970 35.3%
巡
査

3,296
巡
査
部
長

29.3%

27.2%

10.7%

16.8%

６級 調査官の職務

４級
1　警察本部（以下「本部」という。）の係長
　の職務
2　困難な業務を行う主任の職務

3,236

3,057
警
部
補

311

５級
1　本部の課長補佐の職務
2　警察署の課長の職務
3　指導官の職務

2,059

2.8%

28.8%

18.3%

計

計

計



（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

職制上の段階
級

級別標準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

副署長 36

管理官 92

室長 13

次席 40

副隊長 10

警察学校の部長 1

副校長 1

193

参事官 3

本部の課長 38

警察署長 26

隊長 7

監察官 5

次長 1

80

11,245

(38)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

1.7%

0.7%1　参事官の職務
2　本部の課長の職務
3　警察署長の職務

80

７級
1　副署長の職務
2　管理官の職務

193

2.4%273 警
視

合計 100.0%

８級

計

計



教育職給料表（二）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

養護教諭 62

講師 763

助教諭 113

実習助手 271

(12)

寄宿舎指導員 107

(4)

1,316

(16) (16) (16)

教諭 4,958

(604)

養護教諭 128

(9)

栄養教諭 19

講師 1

主任実習助手 104

主任寄宿舎指導員 50

指導主事（乙） 6

社会教育主事（乙） 3

5,269

(613) (613) (613)

主幹教諭 355

指導教諭 85

指導主事（乙） 4

社会教育主事（乙） 1

445

副校長 43

教頭 178

(1)

指導主事（甲） 5

226

(1) (1) (1)

校長 126

(5)

指導主事（甲） 1

主幹指導主事 2

129

(5) (5) (5)

7,385

(635)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

職制上の段階
級

級別標準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

特２級

1　高等学校、中等教育学校又は特別支援
　学校の主幹教諭又は指導教諭の職務
2　困難な業務を処理する指導主事(乙)又
　は社会教育主事(乙)の職務

445 445

講
師
相
当

計

２級

1　高等学校、中等教育学校又は特別支援
　学校の教諭、養護教諭　(任用の期限を
　附さないものに限る。)、栄養教諭、講師
　　(任用の期限を附さないものに限る。)、
　主任実習助手又は主任寄宿舎指導員の
　職務
2　指導主事(乙)又は社会教育主事(乙)の
　職務

5,269

１級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学
校の養護教諭（任用の期限を附さないもの
を除く。）、講師(任用の期限を附さないもの
を除く。)、助教諭、養護助教諭、実習助手
又は寄宿舎指導員の職務

1,316 1,316

5,269
教
諭
相
当

17.8%

主
幹
教
諭
相
当

計

教
頭
相
当

129 129
校
長
相
当

計

合計 100.0%

1　高等学校、中等教育学校又は特別支援
　学校の校長の職務
2　困難な業務を処理する指導主事(甲)又
　は社会教育主事(甲)の職務
3　主幹指導主事又は主幹社会教育主事
　の職務

４級

226 226
1　高等学校、中等教育学校又は特別支援
　学校の副校長又は教頭の職務
2　指導主事(甲)又は社会教育主事(甲)の
　職務

３級

71.4%

6.0%

3.1%

1.7%

17.8%

71.4%

6.0%

3.1%

1.7%

計

計



教育職給料表（三）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

養護教諭 130

講師 1,321

助教諭 415

養護助教諭 3

1,869

教諭 11,094

(861)

養護教諭 569

(30)

栄養教諭 192

(4)

講師 4

指導主事（乙） 24

(1)

社会教育主事（乙） 48

11,931

(896) (896) (896)

主幹教諭 754

指導教諭 68

指導主事（乙） 9

社会教育主事（乙） 9

840

副校長 23

教頭 658

指導主事（甲） 9

社会教育主事（甲） 8

698

校長 626
(14)

指導主事（甲） 6

社会教育主事（甲） 1

主幹指導主事 8

主幹社会教育主事 1

642

(14) (14) (14)

15,980

(910)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

職制上の段階
級

級別標準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

１級

義務教育学校、中学校又は小学校の養護
教諭（任用の期限を附さないものを除く。）
、講師(任用の期限を附さないものを除く。)
、助教諭又は養護助教諭の職務

1,869 1,869

２級

1　義務教育学校、中学校又は小学校の教
　諭、養護教諭（任用の期限を附さないもの
　に限る。）、栄養教諭又は講師（任用の期
　限を附さないものに限る。）の職務
2　指導主事(乙)又は社会教育主事(乙)の
　職務

11,931

主
幹
教
諭
相
当

３級

1　義務教育学校、中学校又は小学校の副
　校長又は教頭の職務
2　指導主事(甲)又は社会教育主事(甲)の
　職務

698 698
教
頭
相
当

特２級

1　義務教育学校、中学校又は小学校の主
　幹教諭又は指導教諭の職務
2　困難な業務を処理する指導主事(乙)又
　は社会教育主事(乙)の職務

840 840 5.2%

4.4%

5.2%

4.4%

計

計

校
長
相
当

合計 100.0%

４級

1　義務教育学校、中学校又は小学校の校
　長の職務
2　困難な業務を処理する指導主事(甲)又
　は社会教育主事(甲)の職務
3　主幹指導主事又は主幹社会教育主事
　の職務

642 6424.0% 4.0%

計

教
諭
相
当

11.7% 11.7%

74.7% 74.7%11,931

計

講
師
相
当

計



一般職の任期付職員（特定任期付職員）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

副理事 1

指導講師 3

4

4

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

4 4

計

計

１級
高度の専門的な知識経験を有する者がそ
の知識経験を活用して業務に従事する場
合

100.0% 100.0%

特に高度の専門的な知識経験を有する者
がその知識経験を活用して特に困難な業
務で重要なものに従事する場合

２級
高度の専門的な知識経験を有する者がそ
の知識経験を活用して困難な業務に従事
する場合

５級

４級
特に高度の専門的な知識経験を有する者
がその知識経験を活用して特に困難な業
務に従事する場合

３級
高度の専門的な知識経験を有する者がそ
の知識経験を活用して特に困難な業務に
従事する場合

６級

極めて高度の専門的な知識経験又は優れ
た識見を有する者がその知識経験等を活
用して特に困難な業務で重要なものに従事
する場合

７級

極めて高度の専門的な知識経験又は優れ
た識見を有する者がその知識経験等を活
用して特に困難な業務で特に重要なものに
従事する場合

合計 100.0%

計

計

計

計

計



労務職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 （人） （％） 段階

技能員 114

114

技能員 2

2

技能員 144

(137)

144

(137) (137) (130)

主任技能員 276

276

(7)

536

(137)

※（　）書きの数は、再任用職員の数で内数。

主
任
技
能
員計

合計 100.0%

５級 主任技能員の職務
276 51.5% 261 48.7%

27 5.0%

巡
査
相
当
職

計

２級

2 0.4%

計

４級
経験に基づき困難な業務を行う技能員の
職務

144 26.9%

計

職制上の段階

知事部局・教育委員会 警察本部

１級 定型的な業務を行う技能員の職務
114

21.2%

248 46.3% 技
能
員

技能員の職務

計

３級
経験に基づき相当困難な業務を行う技能
員の職務

級
級別標準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳



企業職給料表（一）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 4

技師 3

7

主任主事 3

(1)

主任技師 2

5

(1) (1) (1)

事務主査 6

技術主査 5

11

係長 3

副長 2

5

課長補佐 1

参事補佐 1

課長技術補佐 1

出先機関の次長 2

5

本庁の課長 1

苅田事務所長 1

矢部川発電事務所長 1

3

局長 1

1

37

(1)

係
長
級

16

主
事
・
技
師計

主
任
主
事

・
主
任
技
師

18.9%

13.5%

43.3%

合計 100.0%

次
長
級

課
長
補
佐
級

課
長
級

13.5%13.5%

8.1% 8.1%

2.7% 2.7%

計

計

計

1 1

５級
１　本庁の課長補佐の職務
２　出先機関の課長の職務

5 5

３級 事務主査又は技術主査の職務

13.5%

29.8%

計

計

11

18.9%

６級
１　本庁の課長の職務
２　出先機関の長の職務

3 3

5
４級 本庁の係長の職務

13.5%

計

職制上の段階
級

級別標準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

２級 主任主事又は主任技師の職務
5 5

１級 主事又は技師の職務
7 7

７級
１　本庁の次長の職務
２　困難な業務を行う出先機関の長の職務


